
京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する規則を

公布する。 

平成２１年９月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

   京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を改正する 

規則 

京都市区役所等に属する職員の兼職及び併任に関する規則の一部を次のように改正

する。 

第１条中第２０項を第２１項とし，第１７項から第１９項までを１項ずつ繰り下げ，

第１６項の次に次の１項を加える。 

１７ 区役所の保健部及び区役所支所の健康づくり推進室に属する職員は，その職にあ

る間，辞令を用いることなく，保健福祉局保健衛生推進室保健医療課の職員に兼職さ

れたものとみなす。 

第２条第１９項各号列記以外の部分中「前条第１９項」を「前条第２０項」に，「同

条第２０項」を「同条第２１項」に改め，同項を同条第２０項とし，同条第１８項中「前

条第１８項」を「前条第１９項」に改め，同項を同条第１９項とし，同条第１７項各号

列記以外の部分中「前条第１７項」を「前条第１８項」に改め，同項を同条第１８項と

し，同条第１６項の次に次の１項を加える。 

１７ 前条第１７項の規定により兼職されたものとみなされる職員は，新型インフルエ

ンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第７項第１号

に規定する新型インフルエンザをいう。）の発生の予防及びそのまん延の防止に係る

事務に従事させる。 

   附 則 

２７



この規則は，平成２１年１０月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 


